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本書のポイント

【経営状況】

●�「経営状況報告シート（1枚様式）」は、経営成

績・財政状態・キャッシュ・フローを経年で表

示し、赤字の場合は赤字理由と改善策を表

示するようになっています。

●�表示されている数値・指標が、一般企業の経

営分析的な手法でどのように評価・判断して

いるのかの解説シートを見ることで、施設設

置事業者の決算内容・経営状況を判断する

ための補助的役割を果たすことが目的です。

【ホーム事業計画書】

●�施設の事業計画を入居金部門・管理部門・介

護部門に分け、部門ごとの資金収支計画・損

益計画が分かるようになっています。

●�入力した前払金残高・人件費・介護保険料・

減価償却費の残高の推移について確認する

ための検証用シートも付いています。
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（1）ポイント

●経営状況確認の必要性についての法的根拠

老人福祉法（第29条第11項）

　設置者は、有料老人ホーム情報を都道府県知事に対して報告すること。有料老人ホーム設置運営標準指導指

針（厚生労働省）各都道府県、指定都市又は中核市（以下「都道府県等」という。）は、老人福祉法の規定に基づき、

設置者に対して有料老人ホーム情報を報告させること。

　さらに、必要に応じて、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表の提出を求めること等により、経営状況の把

握を行い、届出時の事業収支計画と財務諸表に乖離がある場合には対処方針等を報告させるなど、適切な措

置を講ずるよう指導する。

●経営状況の何を確認するのか？

　・入居者保護の観点から、適切に安定的かつ継続的なホーム運営が行われているかをチェックする。

（課 題）

　・事業者の種類により決算書の形式が異なり、決算書を一見しただけでは決算内容が分かりづらい。

　・財務分析等の専門的知識が無く、チェックすべきポイントが分からない。

（対応策）

　［事業者］

　・事業者が、統一フォームに「事業者概要」「赤字理由と改善策」「決算書の内容」を入力。

　・入力内容にもとづき、「経営状況報告シート」が自動作成される。

　  事業者は、同シートを自治体に提出する。

　［自治体］

　・提出された「経営状況報告シート」を見て、事業者の経営状況を把握する。

　・ 特に、「赤字」「債務超過」がある場合は、決算書の提出を求め、それらの要因とその解消方法を確認した

うえで、今後の指導・調査の要否、経過観察とするかなどの対応方針を検討する。

経営状況報告シート1
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（2）経営状況報告シート作成のための入力手順

1． 「①法人概要」シート入力

　●   報告日・報告会計期・法人コード・法人名・代表者・問い合わせ責任者・所在地・株主構成・赤字／債務超過の

理由と改善策を入力

　●   赤字／債務超過の理由と改善策の「赤字」「債務超過」は、プルダウンリストで「あり／無し」を選択 

いずれが「あり」の場合は、その理由と改善策を入力（どちらも「無し」の場合は入力不要）

2． 「②貸借対照表」シート、「③損益計算書」シート、「④株主資本変動計算書」シートに決算書の内容を入力

　●   入力する金額の単位は「千円」（千円未満は百円を四捨五入）

　●   「②貸借対照表」シートは、47.資産合計と82.負債・資本合計が一致していることを確認する

　 　（一致していなくても、83.貸借チェックが±10以内なら許容範囲内）

　●    「③損益計算書」シートは、64.営業利益・74.経常利益・86.税引前当期純利益・89.当期純利益が決算書

の金額と一致していることを確認する

　 　（一致していない場合は、その他の収益費目・その他の費用費目で調整）

　●    「④株主資本変動計算書」シートは、191.当期変動額、192.剰余金の配当、201.当期変動額に決算書の

金額を入力する

　●    どの費目に入力すればいいか分からない場合は、「費目読替え表」シートを見て入力する際の参考にしてく

ださい

3． 「経営状況報告シート」を出力
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（3）経営状況報告シート

※ 所定のExcelファイルに数値を入力することで本表に自動転記されます。

　シートは、有老協ホームページ（https://www.yurokyo.or.jp/）からダウンロードのうえ、ご利用ください。
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（4）経営状況報告シート記載項目の解説・ポイント

経営成績（収益性）

計算式等 解説・ポイント

売上高

営業利益
売上高－売上原価

－販売費および一般管理費

主たる営業活動の成績を表す利益。

営業利益が大きい場合は、本業でもうかっていること

を表すが、赤字の場合は、その本業を継続していくこと

が困難な状況と考えられる。

経常利益
営業利益+営業外収益

－営業外費用

資金運用の巧拙を含めた事業としての成績を表す利益。

営業利益に営業外の損益を反映させたもので、営業外

収益には株などの受取配当金や貸付金の受取利息、営

業外費用には借入金の支払利息などが含まれている。

当期純利益
経常利益+特別利益

－特別損失

経常利益に臨時的な要因による特別損益や税金の影響

を加味した上で事業者の最終的な成績を表す利益。

特別損益には、固定資産・有価証券の売却損益や受贈

益など臨時的な要因による損益が含まれている。

総資産

経常利益率

(%)

［ROA］

経常利益÷総資産残高

×100

総資産をいかにうまく使って利益を生み出しているか

が分かる指標。

一般的には、5％以上あれば優良と言われている。

ROAが高いほど、効率的に利益を生み出せていると言

えるが、安全性の指標と併せて見ることも必要。

売上高

営業利益率

(%)

営業利益÷売上高×100

売上高のうちどれくらいが営業利益として残るかを表

す指標。

大きければ本業がうまくいっているといえる。

他事業者と比較して著しく低い場合やマイナスの場合は、

売上高に比し人件費などの販管費支出が過大であるこ

とも考えられる。

売上高

経常利益率

(%)

経常利益÷売上高×100

売上高のうちどれくらいが経常利益として残るかを表

す指標。

大きければ本業全般がうまくいっているといえる。
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財政状態（安定性）

計算式等 ポイント

総資産
事業者が保有している財産の総額。

事業の大きさ（規模）を表す代表的な指標の一つ。

純資産

総資産額から負債総額を引いた額。

株主等から出資してもらった事業の元手となる資

本金や過去から蓄積された利益のうち内部留保さ

れた利益剰余金などの株主資本と評価・換算差額

等、新株予約権などの合計。

負債の総額が、資産の総額を超えて純資産額がマ

イナスとなっている財務状況を「債務超過」と言う。

開業当初の設備投資で一時的に負債額が資産額を

上回ってる場合や赤字等による繰越欠損額が資本

金・資本準備金等の額を上回っている場合は債務超

過となる。

債務超過⇒経営破綻ではないが、すぐにキャッシュ

化が可能な流動資産に余裕がないと、直近の支払

いや急に返還が必要な前払金の支払いが出来ずに

経営破綻してしまう恐れがある。

黒字化して利益を積み上げるなどの債務超過解消

に向けた動きが必要。

長期入居前受金

長期介護前受金

入居一時金や介護一時金として入居者から受け入

れている前払金であり、保全措置を講じていること

が必要。

入居者の家賃やサービス費用として償却していくこ

とで売上げに計上していく将来の収益の源泉。

入居者が退去する際には、入居者に返還すべき資

金であり、退去時の前払金返還に備え、流動資産に

余裕があるか、借入による資金調達が可能である

ことが望ましい。

自己資本比率

(%)
純資産÷総資産×100

事業者の中長期的な安全性が分かる指標。

自己資本比率が高い事業者は返済義務のない資金

を元手に事業を営んでおり、資金調達の安全性が

高いと判断できる。

一般的には、20～30％であれば良い評価がなさ

れ、50％を超えていると理想的だと言われる。逆に、

10％を下回っていると過少資本と判断される。

事業者の規模や業種によって異なり、老人ホーム運

営事業者で10％を下回っている事業者は少なくな

いので、あくまで目安として参考とする指標。
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計算式等 ポイント

流動比率(%)
流動資産÷流動負債×

100

1年以内に現金化できる資産が、1年以内に返済す

べき負債をどれだけ上回っているかを表す。

事業者の短期的な支払能力（短期安全性）が分かる

指標。

100％を下回っていると、短期の支払能力が低く、

資金繰りがつかずに経営破綻する恐れがある。

固定長期適合率(%)
固定資産÷(固定負債

＋純資産)×100

事業者の中長期的な安全性が分かる指標。

固定資産に投資した資金が長期資金（長期借入と

返済義務のない自己資本）の範囲内でカバーされ

ていないと、いずれ資金繰りが圧迫されることにな

る。

100％以下であれば、固定資産への投資は健全で

あると判断できる。固定長期適合率が100％を上

回っている場合は、固定資産への投資額を固定負

債と自己資本でカバーできていないということで、

資金繰りは危うい状況にあると見られる。

借入金対月商

倍率
借入金÷月商

借入金が月間売上高の何倍であるかを示す。 

借入金の返済余力を見る指標。

一般的には借入金が月商の3倍までが健全な借入

限度と言われている。

老人ホーム施設への投資を借入金で賄っている場

合はこの指標は高くなるが、施設を賃借していて高

い場合は注意が必要。
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キャッシュフローの状況

計算式等 ポイント

①営業活動による

　キャッシュ･フロー

主に本業の営業活動によって生じたキャッシュの増

減。

事業者の資金繰りが正常で、営業活動が順調に推

移している場合はプラスとなる。マイナスの場合は、

営業活動がうまくいっていない、または資金繰りに

異常が生じていると言え、注意が必要。

②投資活動による

　キャッシュ･フロー

企業の将来の利益獲得目的や資産運用を目的とし

た、投資活動におけるキャッシュの増減。

有形固定資産や有価証券の取得･売却が投資活動

にあたる。

有形固定資産の減価償却はマイナスに働くが、その

分は営業キャッシュ・フローにプラスに働く。

③財務活動による

　キャッシュ･フロー

事業のための資金調達、借入金の返済、配当金の

支出など、営業活動や投資活動を維持するための

財務活動におけるキャッシュの増減。

④現金及び現金

　同等物期末残高

上記３つの活動による結果、期末にどれだけのキャッ

シュが手元に残ったかを示す。

それぞれ、どのキャッシュフローが増減しているか

によって、事業者が置かれている状況が推定できる。

例えば、

営業活動がうまくいっていると、営業活動で得られ

たキャッシュを事業領域拡大のための投資を行った

り、余剰資金を借入金の返済に充てていると、①が

プラス、②③がマイナスとなる。 ②③がマイナスで

ない場合は④が増加する。

逆に、営業活動がうまくいっていないと、事業のマ

イナス分を穴埋めするために、借入や資産の処分等

により資金を調達するか、手許資金を取崩すことに

なるので、①がマイナスだと、②③がプラスもしくは

④が減少することになる。

更に、事業活動が窮地に陥っていると、新たな借入

が出来ずに借入金の返済だけが進み、資金不足を

資産の処分等で調達し、不足は手許資金を取崩し

ているので、①③がマイナス、②がプラス、④が減

少という場合がある。
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（5）シート入力表
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（1）ポイント

　有料老人ホームが自治体に設置届を提出する際は、老人福祉法施行規則に基づき、「事業開始に必要な資金

額・調達方法に係る文書」と「長期の収支計画書」を提出しなければなりません。また、この事業計画書（収支計

画・損益計算書）は指導指針に基づいて、30年以上の計画とし、3年ごとに見直すことが求められています。

有料老人ホーム設置運営標準指導指針（厚生労働省…令和3年4月1日改正）

10 事業収支計画

（2）資金の確保等

　初期総投資額の積算に当たっては、開設に際して必要となる次に掲げる費用等を詳細に検討し積み上げて

算定し、必要な資金を適切な方法で調達すること。また、資金の調達に当たっては主たる取引金融機関等を確

保しておくこと。

　一 調査関係費　　　二 土地関係費　　　三 建築関係費　　四 募集関係費

　五 開業準備関係費　六 公共負担金　　　七 租税公課　　　八 期中金利　　　九 予備費

（3） 資金収支計画及び損益計画

　次の事項に留意し、長期の資金収支計画及び損益計画を策定すること。

　一 長期安定的な経営が可能な計画であること。

　二 最低30年以上の長期的な計画を策定し、少なくとも３年ごとに見直しを行うこと。

　三 借入金の返済に当たっては、資金計画上無理のない計画となっていること。

　四 適切かつ実行可能な募集計画に基づいていること。

　五  長期推計に基づく入居時平均年齢、男女比、単身入居率、入退去率、入居者数及び要介護者発生率を勘

案すること。

　六 人件費、物件費等の変動や建物の修繕費等を適切に見込んでいること。

　七  前払金（入居時に老人福祉法第29条第9項に規定する前払金として一括して受領する利用料）の償却年

数は、入居者の終身にわたる居住が平均的な余命等を勘案して想定される期間（以下「想定居住期間」と

いう。）とすること。

　八 常に適正な資金残高があること。

（4）経理・会計の独立　

　有料老人ホーム以外にも事業経営を行っている経営主体については、当該有料老人ホームについての経理・

会計を明確に区分し、他の事業に流用しないこと。

ホーム事業計画書2
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（2）ホーム事業計画書の入力方法

【長期資金収支計画表】

1.開設前

①開業前の投資内容（建築資金あるいは敷金、什器・備品など）を入力

② 開業前の投資資金に自己資金を充当する場合は「自己資金」に、借入で調達する場合は「借入金収入」に

入力

③ 借入の場合は、「返済期間」と「金利」を記載し、「年間返済額」と「支払利息額」を計上、最下部にある「借入

金残高」に期末借入金残高を入力

④施設が賃借物件の場合は、「建築関係費」に保証金･地代･家賃を入力（損益には保証金は含めず）

2.開設後

①前払金がある場合　年間新規入居数×前払金を「入居一時金収入」に入力

　（プランが複数ある場合には、最多プランか加重平均なのかを注記※に記載）

　（前払金プランと月払いが混在している場合は、新規のうち何人を前払金プランとするかを注記※に記載）

　（【検証用】一時金・償却・家賃　簡易シミュレーション　シート別添）

②実際に毎月受け取る家賃の年額を「月額家賃相当額」に入力

　（家賃が複数ある場合、最多プランか加重平均か等根拠を注記※に記載）

　（ 家賃収入は入居の時期がいつかにより変動するので注意が必要、年間の平均入居率などを使用して計算す

ることも可）

③前払金がある場合、退去に伴う入居一時金返還金を「入居金一時金返還金」に入力する必要あり

　 （年間の退去人数のうち前払金返金のある人数をどのように考えるかで異なるが、前期末の前払金残高÷入

居人数が一人当たりの退去時返金額と考えることができ、退去者のうち償却期間終了前に何人退去するか

の前提が必要）

　（入居者のホーム在籍年数を何年と考えるか、前払金の算定根拠などとの整合性を確認する）

④退去があれば、退去に伴う修繕・取替費が発生する。退去計画に合わせ算出し「修繕・取替費」に加算する

⑤ 本部経費は、主に会社が複数の施設を持ち、入退去に関する業務を本社部門として管理するようなケースに

使用するが、ここには前払金保全に係る費用支出も含めて入力する

⑥管理費収入は、毎月徴収するものであり入居状況に連動して増減するので入居状況と整合させる

⑦ 人件費は、在籍職員の人件費のうち、介護に携わる者の人件費は「介護部門」、食事に携わる者の人件費は「食

事部門」、介護部門・食事部門に属さない者の人件費を「管理部門」に計上し入力する

　（【検証用】人件費　簡易シミュレーション　シート別添）

　（複数部門にまたがって業務を行う者の人件費は、部門業務量に合わせて案分する）

　 （職員数は、入居者数増に伴って増やす必要あり。特に介護付では約束している職員体制以上の人員を確保

しなければならないので、入居状況に合わせ計画しておくことが必要）

⑧ 想定する入居者の要介護度を基に介護保険収入を算定し「介護保険収入」に入力

　（【検証用】介護保険加算・介護保険料　シミュレーション　シート別添）

⑨介護保険外の介護サービス利用料収入も入力
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⑩水道光熱費を算定する

　 （部門別に管理していない場合は、「科目設定の考え方」に示しているような介護・食事・管理部門での面積を

基準にして算定する方法のほかに、携わる従業員数を基にして案分して算定しても可。いずれにしても基準

を決めておく）

⑪食事が外部委託の場合には、食事人件費の科目名を変更し、支払委託料として入力

⑫その他の科目について入力する

⑬入居者の増減によって変動する収入・支出は、その変動に合わせたものとなっているかチェックする

【長期損益計画表】

① 固定資産等については償却年限に応じ減価償却額を算出し「躯体償却」「設備償却」「什器・備品等その他」に

入力する

　（【簡易計算】減価償却額推移　シート別添）

②入居計画を入力

　（年間の新規入居・退去計画を立て、期末入居率を算定し入力する）

　前払金プランの場合、初期償却収入と経年償却収入を入力

　 （初期償却は、前払金額×初期償却率で算出できるが、経年償却は入居時期により変動する。また、償却期間

終了と同時に経年償却も終了することも考慮する）

③自社の法人税率を入力、その法人税率で計算した法人税額を入力する

【その他】

※注記欄は適宜作成する

※できるだけ計算根拠を残しておくことが肝要

※ 表は開設後1年次、2年次としているが、会社決算に合わせる必要がある場合など開設年次を1年より短くす

る場合には注記をし、表の年次欄は適宜修正する
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（3）ホーム事業計画書の科目計上の考え方
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（4）重要科目の試算方法

※所定のExcelファイルに数値を入力することで試算することができます。

　シートは、有老協ホームページ（https://www.yurokyo.or.jp/）からダウンロードのうえ、ご利用ください。

②人件費

①前払金
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③介護保険関係(特定施設入居者生活介護)
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④設備等減価償却費用
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（5）長期資金収支・損益計算書様式
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■あとがき

　本確認ガイドは、自治体が設置事業者の決算内容や経営状況、事業計画の妥当性を判断するためだけでなく、

設置事業者自身において、経営状況が一般的にどのように判断されるのか、策定した事業計画が妥当だった

のかを確認して頂くために作成しました。本確認ポイントが有料老人ホームの健全経営のお役に立てれば幸甚

です。

●有料老人ホームの事業適正化に関する調査研究委員会  （氏名敬称略。令和4年3月1日時点）

委員長 神野 知子 大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課施設指導グループ 課長補佐

委 　員 内野 和幸 福岡県保険医療介護部介護保険課指定係 係長

〃 神原 雄一 名古屋市健康福祉局高齢福祉部介護保険課施設指定係 主事

〃 髙田 仁 宮城県保健福祉部長寿社会政策課運営指導班 課長補佐

〃 中山 慶一郎 株式会社小俣組介護ビジネス事業部 課長

〃 深澤 健 東京都福祉保健局高齢社会対策部施設支援課 課長代理

〃 牧 健太郎 牧公認会計士事務所 所長

〃 山本 晃弘 HITOWAケアサービス株式会社事業企画室 執行役員 部長

●財務情報分析ワーキング

座   長 牧 健太郎 牧公認会計士事務所 所長

委　 員 小松 徹人 さっぽろ高齢者福祉生活協同組合 理事長（協会副理事長）

〃 山本 晃弘 HITOWAケアサービス株式会社事業企画室 執行役員 部長

●オブザーバー

東條 旭 厚生労働省老健局高齢者支援課 課長補佐

佐藤 幸 厚生労働省老健局高齢者支援課 高齢者居住支援係長

鈴木 浩貴 国土交通省住宅局安心居住推進課 高齢者住宅企画係

●事務局

松本 光紀 (公社)全国有料老人ホーム協会 事業推進部長

古川 祥子 〃 事業推進部 課長代理

宮崎 孝則 〃 制度管理部 部長

奥田 慶一 〃 制度管理部 参与
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令和３年度厚生労働省老人保健事業推進費等補助金

（老人保健健康増進等事業）

有料老人ホームの事業適正化に関する調査研究事業

令和4年3月

公益社団法人 全国有料老人ホーム協会

東京都中央区日本橋3-5-14

アイ・アンド・イー日本橋ビル7階

TEL：03-3272-3781　FAX：03-3548-1078

https://www.yurokyo.or.jp/

経営状況報告シート、ホーム事業計画書の参考様式（エクセルシート）は、

有老協ホームページ（https://www.yurokyo.or.jp/）

からダウンロードのうえ、ご利用ください。
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公益社団法人
全国有料老人ホーム協会
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